
2 0 2 5 年 7 月 2 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 265回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 
 
【不適合関係】 

・6月 12日 核物質防護に関する不適合情報                   〔P.3〕 

                                                           

【発電所に係る情報】 

・6月 10日 柏崎刈羽原子力発電所 6号機に係る試験使用の承認について      〔P.8〕 

 

・6月 10日 柏崎刈羽原子力発電所 6号機における燃料装荷作業の開始について   〔P.9〕 

 

・6月 12日 燃料装荷について                            〔P.10〕 

 

・6月 12日 6号機における燃料装荷後の健全性確認について           〔P.11〕 

 

・6月 12日 （運転保守状況）6号機タービン建屋（管理区域）における油漏れに 

について（区分：Ⅲ）/6号機非常用ディーゼル発電機(C)制御盤室 

での発煙について（区分：Ⅲ）                  〔P.14〕 

 

・6月 12日 （運転保守状況）7号機非常用ディーゼル発電機（A）からの油漏れ 

       について（区分：Ⅲ）/大湊屋外エリアにおけるけが人の発生に 

ついて（区分：Ⅲ）                        〔P.15〕 

 

・6月 12日 （運転保守状況）第二企業センター作業場におけるけが人の発生に 

ついて（区分：Ⅲ）                                            〔P.16〕                            

 

・6月 13日 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 運転上の制限からの逸脱に係る対応 

に関する報告の一部見直しについて                〔P.17〕 

 

・6月 16日 柏崎刈羽原子力発電所 7号機の特定重大事故等対処施設に関する 

         設計及び工事計画認可申請の補正書の提出について         〔P.18〕                                

 

・6月 21日  柏崎刈羽原子力発電所 6号機における燃料装荷作業の完了について 〔P.19〕 

  

・6月 23日  「柏崎刈羽原子力発電所の新たなガバナンス体制の構築」および 

   新潟県内における「防災支援の取り組み」の公表について      〔P.20〕 

 

・6月 25日  6号機における燃料装荷後の健全性確認について         〔P.31〕 

 

・6月 25日  （運転保守状況）南 66kV建屋電源室（非管理区域）での火災の 

発生について（区分：Ⅰ）                   〔P.32〕 
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【その他】 

・6月 12日 人事異動について                        〔P.33〕 

 

・6月 26日 役員人事                            〔P.34〕 

 

・6月 26日 人事通知                            〔P.37〕 

 

・7月 2日  柏崎刈羽原子力発電所に関するコミュニケーション活動等の取り組み〔P.38〕 

   

 

【福島第一原子力発電所に関する主な情報】 

・これからの廃炉の取り組み 2025 －廃炉中長期実行プラン別冊－        〔別紙〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以 上 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15年 11月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分:Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分:Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分:Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他   上記以外の不適合事象 
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合事象 発見日 備　　考

1
監視カメラの付属機器が、一部正常に動作しないことを確認した。
監視機能は維持。
調査の結果、ソフトウェアの不具合であったことから、プログラムを更新し、正常な状態に復旧した。

2024/6/15

2 2025/2/2

3 2025/2/2

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

2025年5月12日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

１．公表区分Ⅰ　　　　　　　　０件

監視カメラの洗浄機能が、正常に動作しないことを確認した。
監視機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。

４．公表区分その他　　　　　３件

３．公表区分Ⅲ　　　　　　　　０件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　　　０件

　　　
　　　2025年６月12日
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合事象 発見日 備　　考

1
監視カメラの映像が、一部乱れることを確認した。
監視機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。

2024/4/22

2
侵入検知器の付属機器が、正常に動作しないことを確認した。
侵入検知機能は維持。
調査の結果、設定による不具合であったことから、設定を変更し、正常な状態に復旧した。

2024/9/11

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

４．公表区分その他　　　　　2件

３．公表区分Ⅲ　　　　　　　　０件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　　　０件

2025年5月19日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

１．公表区分Ⅰ　　　　　　　　０件
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合事象 発見日 備　　考

1

監視カメラの映像が、映らないことを確認した。
調査の結果、盤内作業中に誤って当該カメラ電源スイッチに触れ電源供給が停止したことから、電源ス
イッチを入れなおし正常な状態に復旧した。また盤内作業における手順書を修正した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2025/3/13

NO. 不適合事象 発見日 備　　考

1

監視モニターの映像切替が、正常に動作しないことを確認した。
監視機能は維持。
調査の結果、別の作業による影響であったことから作業後に当該モニターの設定を変更し、正常な状態に
復旧した。

2025/3/12

2
侵入検知器が、正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2025/5/2

3
核物質防護上の障壁の一部に腐食を確認したことから、当該箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、障壁機能は維持できていたこと、及び現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者や不審物
もなかったことを確認した。

2025/5/2

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

４．公表区分その他　　　　　３件

３．公表区分Ⅲ　　　　　　　  １件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　　　０件

2025年5月26日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

１．公表区分Ⅰ　　　　　　　　０件

5



東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合事象 発見日 備　　考

1
監視カメラの映像が、映らないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2024/1/24

2
監視カメラの映像が、一部乱れることを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2024/7/31

3

侵入検知器の遠隔による動作チェックが正常に終了しないことを確認した。
侵入検知機能は維持。
調査の結果、核物質防護上の障壁の一部が、侵入検知器の検知範囲に干渉していたことが原因であった
ことから、障壁の調整を実施し、正常な状態に復旧した。

2024/12/10

4

核物質防護上の扉の付属機器に異音が発生したため、当該機器を隔離し調査したところ、使用には問題
ないことを確認した。
障壁機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を調整し、正常な状態に復旧した。

2024/12/11

5

警備員より、入構者から回収した点検証明証を紛失したとの連絡があったことから、当該点検証明証の無
効化措置を実施した。
調査の結果、保管管理が徹底されていなかったことが原因であったことから、当該点検証明証を紛失した
企業に指導を行うとともに、関係者に保管管理徹底の注意喚起を行った。
なお、当該許可証の不正使用はなく、発見・回収済みである。

2025/2/7

6
核物質防護上の扉が、正常に動作しないことを確認した。
障壁機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。

2025/5/10

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

４．公表区分その他　　　　　６件

３．公表区分Ⅲ　　　　　　　  ０件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　　　０件

2025年6月2日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

１．公表区分Ⅰ　　　　　　　　０件
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合事象 発見日 備　　考

1
監視カメラが、正常に動作しないことを確認した。
監視機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。

2024/1/25

2
監視カメラの映像が、正常に映らないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2024/5/26

3
核物質防護上の扉の付属機器が、正常に動作しないことを確認した。
障壁機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったが、別の機器を使用する運用に変更した。

2024/11/5

4
核物質防護上の扉の一部機能が、正常に動作しないことを確認した。
障壁機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。

2024/12/26

5
核物質防護上の扉の付属機器が、正常に動作しないことを確認した。
障壁機能は維持。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。

2025/3/10

6

規制庁検査において、核物質防護上の設備の鍵の点検記録に未記入箇所が複数あると指摘を受けた。
調査の結果、核物質防護上の設備の鍵の管理運用に関する手順の記載に一部不明確な部分があり、鍵
の使用者が適切な管理運用を実施していなかったことが原因であった。
対策として、鍵の管理運用に関する手順の記載を見直して明確化するとともに、新しい運用方法につい
て、関係者へ周知した。

2025/4/22

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

４．公表区分その他　　　　　６件

３．公表区分Ⅲ　　　　　　　  ０件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　　　０件

2025年6月9日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

１．公表区分Ⅰ　　　　　　　　０件
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 原子力報道グループ 03-6373-1111（代表） 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6号機に係る試験使用の承認について 

 

2024年 6月 10日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、柏崎刈羽原子力発電所 6 号機のプラントの健全性確認を進めるため、2024 年   

9 月 6 日に使用前確認変更申請書を原子力規制委員会へ提出※1、あわせて同委員会と経済

産業大臣へ使用前検査変更申請書を提出しました※2。 

（2024 年 9 月 6 日お知らせ済み） 

 

本日、原子力規制委員会より、原子炉を起動する前までに行う使用前事業者検査を含む

設備の健全性確認に向けて、安全対策設備の試験使用の承認を受けました。 

 

当社は今後、燃料装荷を行い、その後の使用前事業者検査を含む設備の健全性確認を  

進めてまいります。作業を進める中で、課題等が見つかれば立ち止まり、必要な対策を  

講じるなど、一つひとつの工程を着実に進めてまいります。 

 

なお、本日、準備が整い次第、13時頃※3を目途に燃料装荷を開始する予定です。 

 

※1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43条の 3の 11第 3項に

基づいて申請するもの 

※2 原子力発電工作物の保安に関する命令第 19条第 3項に基づいて申請するもの 

※3 制御棒を挿入する時間 

 

以 上 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 原子力報道グループ 03-6373-1111（代表） 

 

（お知らせ） 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機における燃料装荷作業の開始について 

 

2025年 6月 10日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

本日、当社は柏崎刈羽原子力発電所 6 号機における燃料装荷作業※について、      

午後 1時 1分に制御棒の挿入を開始し、午後 1時 50分に 1体目の燃料集合体を装荷いたし

ました。 

引き続き、作業の中で何かあれば立ち止まり、最後の一体まで一つひとつ着実に作業を 

進め、すべての燃料装荷が完了次第、改めてお知らせいたします。 

  

※ 燃料集合体を燃料プールから原子炉へ移動して装荷する作業 

柏崎刈羽原子力発電所 6号機においては、全 872体の燃料集合体を装荷 

 

（添付資料） 

・燃料装荷について 

 

以 上 
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柏崎刈羽原子力発電所 7号機 運転上の制限からの逸脱に係る 

対応に関する報告の一部見直しについて 

 

2025年 6月 13日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所 7 号機においては、保安規定で定める運転上の制限からの 

逸脱となる事象が 4 件発生した※ことにより、4 月 30 日の原子力規制委員会にて、対応  

区分が「第 1区分」から「第 2区分」に変更されております。  

(2025年 4月 30日お知らせ済) 

 

当社は、本件の直接原因や背後要因の分析結果、改善措置活動の計画等をとりまとめ、 

5月 12日に、同委員会に報告しており、現在、同委員会による追加検査を受けております。            

                        (2025年 5月 12日お知らせ済) 

 

この度、当社の報告書について、追加検査で説明した箇所について、記載の適正化等の

見直しを行い、昨日、改めて同委員会に報告いたしました。 

 

当社は引き続き、同委員会による追加検査に真摯かつ丁寧に対応し、発電所の更なる  

安全性、信頼性の向上に努めてまいります。 

 

※2024年 11月から 2025年 1月の間に、7号機設備故障に伴う衛星電話の一部使用不能

により、保安規定で定める運転上の制限からの逸脱となる事象が 4 件発生し、令和 

6年度第 4四半期の安全実績指標の結果について、「白」と分類している。 

 

 

【添付資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所 7号機 運転上の制限からの逸脱に係る対応について 

 

 

 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 原子力報道グループ 03-6373-1111（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所 7号機の特定重大事故等対処施設に関する 

設計及び工事計画認可申請の補正書の提出について 

 

2025年 6月 16日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社は本日、柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の特定重大事故等対処施設について、設計  

及び工事計画認可申請の補正書を原子力規制委員会に提出しました。 

 

当発電所 7 号機においては、特定重大事故等対処施設の設計及び工事計画認可申請を  

4回に分割して実施しております。 

今回の補正は、2023年 1月に申請した 1回目※の内容について、これまでの審査内容を

反映し一部記載の適正化を行ったものです。     (※2023年 1月 30日お知らせ済) 

   

当社は、引き続き原子力規制委員会による審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、福島

第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏まえ、更なる安全性、信頼性の向上に努めて

まいります。 

 

〇 特定重大事故等対処施設 

  発電所への意図的な航空機衝突等による大規模な損壊で広範囲に設備が使えない  

事態において、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な原子炉圧力容器の減圧、

注水機能や原子炉格納容器の減圧・冷却機能等を備えた施設 

 

【添付資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所７号機の特定重大事故等対処施設の概要と許認可申請の状況 

 
 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力報道グループ 03-6373-1111（代表） 

 

18

https://www.tepco.co.jp/press/release/2023/1664714_8713.html


【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 原子力報道グループ 03-6373-1111（代表） 

 

（お知らせ） 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6号機における燃料装荷作業の完了について 

 

2025年 6月 21日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

当社は柏崎刈羽原子力発電所 6 号機における燃料装荷作業※1を、6 月 10 日午後 1 時 1 分

より開始※2しております。 

                        (2025 年 6 月 10 日お知らせ済) 

 

本日午前 6時 18分に、872体全ての燃料装荷作業が完了しましたのでお知らせいたします。

今後、準備が整い次第、燃料装荷後の健全性確認を実施いたします。  

 

当社は、引き続き安全を最優先に、再稼働に向けた一つひとつの準備を着実に進めて 

まいります。 

  

※１ 燃料集合体を燃料プールから原子炉へ移動して装荷する作業 

柏崎刈羽原子力発電所 6号機においては、全 872体の燃料集合体を装荷 

※２ 制御棒の挿入開始時間 

 

 

以 上 
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（お知らせ） 

 
「柏崎刈羽原子力発電所の新たなガバナンス体制の構築」および 
新潟県内における「防災支援の取り組み」の公表について 

 
2025年 6月 23日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社は、本日、「柏崎刈羽原子力発電所の新たなガバナンス体制の構築」および新潟県内

における「防災支援の取り組み」について公表しましたので、お知らせいたします。 
 

＜公表資料＞ 

【資料 1】柏崎刈羽原子力発電所の新たなガバナンス体制の構築 

【資料 2】防災支援の取り組みについて 

 

 

以 上 
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以下の通り人事異動がありましたので、お知らせいたします。

日　付 新　役　職 現　役　職 氏　　名

＜課長級＞

2025.7.1 経営技術戦略研究所 柏崎刈羽原子力発電所
技術開発部材料・化学エリア　 第二保全部
兼　原子力設備管理部　 電気機器グループ　
兼　技術戦略ユニット技術統括室 兼　第一保全部
（技術イノベーション担当（原子力）） 電気機器（２・３号）グループ　

兼　電気機器（１・４号）グループ

以　上

2025年6月12日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

矢島　克己
やじま      　かつみ

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表）
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役 員 人 事         

2025年6月26日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

本日開催の株主総会及び取締役会において役員人事を決定しましたので、当社の経営体制

を下記のとおりお知らせいたします。 

記 

1．取締役 

 氏 名 兼 職 等 

取締役会長 ＊小林 喜光  

取 締 役 ＊大八木 成男  

取 締 役 ＊大西 正一郎 
フロンティア・マネジメント株式会社代表取締役会長、弁護

士 

取 締 役 ＊大川 順子  

取 締 役 ＊永田 高士 公認会計士 

取 締 役 
＊内田 貴和 

（新任） 
 

取 締 役 小早川 智明  

取 締 役 山口 裕之  

取 締 役 酒井 大輔  

取 締 役 
長﨑 桃子 

（新任） 
 

取 締 役 福田 俊彦  

取 締 役 吉野 栄洋 原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室長 

取 締 役 守谷 誠二  

＊は社外取締役 

2．委員会委員 

指名委員会 ＊小林 喜光、大八木 成男、大西 正一郎、小早川 智明、吉野 栄洋 

監査委員会 ＊守谷 誠二、小林 喜光、大西 正一郎、大川 順子、永田 高士、内田 貴和 

報酬委員会 ＊大八木 成男、大川 順子、永田 高士、内田 貴和 

＊は委員長 
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3．執行役 

 氏 名 事務委嘱 業務分担 

代表執行役 

社長 
＊小早川 智明 

原子力改革特別タスクフォ

ース長 

業務全般、核物質防護モニタリ

ング室、新経営理念プロジェク

ト本部事務局、浜通り廃炉産業

プロジェクト室、立地地域室 

代表執行役 

副社長 

＊山口 裕之 最高財務責任者兼 ESG 担当 
業務全般、企画室（収支・財務

領域）、ESG 推進室、経理室 

＊酒井 大輔 経営企画担当（共同） 

業務全般、企画室（企画・ア

ライアンス担当）、系統広域

連系推進室、JERA 管理室 

執行役 

副社長 

永澤  昌 

（新任） 
経営企画担当（共同） 

企画室（企画業務全般）、投資

統括室、グループ事業管理室、

海外事業室 

＊長﨑 桃子 

（昇任） 

最高マーケティング責任者

兼チーフ・スポークスパー

ソン 

エリアエネルギーイノベーシ

ョン事業室(共同)、ビジネス

ディベロップメント室、広報

室 

＊福田 俊彦 

原子力・立地本部長兼原子力

改革特別タスクフォース長

代理兼同事務局長 

 

小野  明 

福島第一廃炉推進カンパニ

ー・プレジデント兼廃炉・汚

染水対策最高責任者兼原子

力・立地本部副本部長 

 

常務執行役 

秋本 展秀 

福島復興本社代表兼福島本

部長兼原子力・立地本部副本

部長 

 

関  知道 
最高情報責任者兼最高情報

セキュリティ責任者 

DXプロジェクト推進室、システ

ム統括室、技術統括室、土木・

建築統括室、セキュリティ統括

室、経営技術戦略研究所 

伏見 保則 
防災・安全統括兼最高調達

責任者兼最高カイゼン責任

者 

安全推進室、調達部、カイゼ

ン推進室 

岸野 真之 最高リスク管理責任者 原子力安全監視室、内部監査室 

村松 明典 

首都圏・立地地域連携担当兼

カーボンニュートラル・防災

支援担当 

エリアエネルギーイノベーシ

ョン事業室（共同） 

忍  義彦 最高労務人事責任者 

秘書室、組織・労務人事室、総

務・法務室、ビジネスソリュー

ション・カンパニー 

柿澤 幸彦 
新潟本社代表兼新潟本部長

兼原子力・立地本部副本部長 
 

宗  一誠 

原子力・立地本部青森事業本

部長兼原子力・立地本部副本

部長 
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稲垣 武之 

原子力・立地本部柏崎刈羽原

子力発電所長兼原子力改革

担当兼新潟本部 

 

執行役 ＊吉野 栄洋 
会長補佐兼社長補佐兼経営

企画担当（共同） 
 

＊は取締役を兼務 

 

以 上  
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2025年6月26日
東京電力ホールディングス株式会社

日　付 新　役　職　等 現　役　職 氏　　名

［執行役員退任］

2025.7.31 退任 東京電力ホールディングス株式会社 岩城　克彦

執行役員原子力安全監視室長

［執行役員任用］

2025.8.1 東京電力ホールディングス株式会社 一般社団法人原子力安全推進協会 尾野　昌之

執行役員原子力安全監視室長 フェロー

以　上

　　 人　　事　　通　　知

1
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2025年7月2日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

いただいた声
・サービスホールイベントに参加したいので、年間予定を教えて欲しい。
・サービスホールのイベントでどんなことをしているのか知りたい。
・イベントでアンケートをとっているけど、どんな声があるのか知りたい。

取り組み事項

・イベントの年間開催予定の動画をSNS（YouTube・Instagram）、ニュース
アトムに掲載し、多くの皆さまに知っていただけるように情報発信を強化。
・「工作コーナー」などイベントの内容を紹介する動画も掲載し、興味を持っていた
だけるように工夫。
・アンケートでいただいた声をニュースアトムへ掲載。

柏崎刈羽原子力発電所に関する
コミュニケーション活動等の取り組み

Instagram Instagram

YouTube YouTube
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2025 年7 月 2 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

ご質問への回答 

<星野 俊彦委員> 

回答1 原子力規制委員会に申請した特重施設の「設置変更許可申請」（2014/12/15）

において「本体施設としていた地下式フィルターベントを特重施設の格納容器破損防止

対策施設としても共用することとした」とある。 

１． 回答の【参考】にある 2013/12/24「柏崎刈羽原子力発電所 6、7 号炉フィルターベン

ト設備の計画概要」（改訂版）の 4 ページでは地下式フィルターベントの特徴を「■原子

炉建屋と同じ指示岩盤に支持 ■建屋間相対変位は、配管の弾性変形にて吸収」と記載

し、原子炉建屋と密着した地下式フィルターベント設備の断面図を示した。この改訂版

を新潟県に提出している。上記回答 1 の「共用する」とすると、この改訂版で示した「原

子炉建屋と密着した構造」では無くなると考えるが、この点について特重施設の設置変

更許可申請の提出前に新潟県（更に柏崎市、刈羽村）に説明し、了解を取れているか。 

 

２． 特重施設の「設置変更許可申請」（2014/12/15）の後に発行した 2015/5/27 付けの東

電「フィルターベント設備について」（資料№2-3）の2 ページ、8 ページでも上記の計

画概要（改訂版）と全く同じく「原子炉建屋と密着した地下式フィルターベント設備」

を図示している。これは、回答 1 の「共用することとしました」と時系列で矛盾するが

どういう事か。 

 

回答 2 に関連して、私の口頭の再質問に対して、稲垣所長から「地下式フィルターベン

トは特重の中にある」と回答された。 

 

３． 特重施設は原子炉建屋と距離を置く（離す）とされているが、原子炉と離れた特重施設

内の地下式フィルターベント設備はどのような構造で原子炉等と接続するのか。 

 

４． 泉田知事は原子炉等とフィルターベント設備を繋ぐ配管の破断を危惧して「基礎部の一

体化（地下式フィルターベント設備）」を条件として柏崎刈羽原発の「規制基準適合審査」

への申請を承認した。上記回答 1 の「共用する」はこの条件をも反故にしたと考えるが

どうか。 

 



2 

 

私の質問は特重施設その物の「設置変更許可申請」の事前了解の有無を聞いている。示

された回答3 はフィルターベントに論点を逸らして、私の質問に答えていない。 

５． 特重施設は〝安全協定〟の「原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしよ

うとするとき又は変更しようとするときは、事前に了解を得る」と言う取り決めに当て

はまる施設であるが、2014/12/15 の「特重の設置変更許可申請」に対する新潟県、柏

崎市、刈羽村の事前了解は得られたのか。ちなみに東北電力女川原発 2 号機では

2023/12/1 に宮城県、女川町、石巻市から事前了解が出ている。中国電力島根原発 2 号

機では、今年2025/3/24 に島根県知事が事前了解を出した。 

 

私の質問は「設置時期」を聞いてはいない。 

 

６． 7 号機の再稼働の準備が進む中で、再稼働の要件である「特重」が出来上がっていない

現状は施設設置の変更と言える。〝安全協定〟に従って「現実に無い事についての了解」

が必要と思うがどうか。 

（回答） 

１．及び２．前回回答のとおり、2014 年12 月15 日に原子力規制委員会へ申請した特重施設の

「設置変更許可申請」において、当時、本体施設としていた地下式フィルタベントを、特重

施設の格納容器破損防止対策設備としても共用することとしました。また、特重施設に係る

設置許可基準規則等の要求を満たすように設計を進めておりました。なお、特重施設に係る

要求事項を参考に記載します。 

 

【参考】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（設置許可基準規則）の解釈（抜粋） 

第４２条（特定重大事故等対処施設） 

１ 第１号に規定する「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処する 

ために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること」とは、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果を有する 

設備とする。 

(a) 原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時に破損することを防ぐために必要な離隔距離（例えば100m 以上）を確保す 

ること、又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建屋に収納すること。 

 

その後、2017 年12 月 27 日に地下式フィルタベント設備は本体施設との共用の位置付けは

無くなり、特重施設の格納容器破損防止対策設備の位置づけのみとなっております。 

現在、地下式フィルタベントも、特重施設に係る設置許可基準規則等の要求を満たすように

設計及び工事を進めておりますが、特重施設であることから、詳細については回答を差し控
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えさせていただきます。 

なお、特重施設の設置変更許可申請にあたって事前に共用することも含めて申請の内容をご

説明しております。 

 

３．地下式フィルタベント設備の位置や構造等に関する質問については、当該設備が特重施設で

あることから、回答を差し控えさせていただきます。 

 

４．平成25 年 9 月26 日「柏崎刈羽原子力発電所の規制基準適合審査申請に係る条件付き承認

について」において付された条件は、規制基準適合審査申請にあたって、「新潟県との安全

協定に基づく協議後に修正申請を行うこと」、「フィルタベント設備は地元避難計画との整合

性を持たせ安全協定に基づく了解が得られない限り使用できない設備であること」を申請書

に明記することであり、当社はその条件を申請書に明記して申請しております。 

 

５．事前了解の対象となる施設については、「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域

の安全確保に関する協定の運用について」において、「周辺地域住民の線量評価に関係する

もの及び復水器の冷却に係る取排水施設」と記載されており、特重施設のうち、地下式フィ

ルタベント設備のみが「周辺地域住民の線量評価に関係するもの」に該当します。 

なお、地下式フィルタベント設備の事前了解については前回回答させていただいたとおりで

す。 

 

６．特重施設は発電所への「意図的な航空機衝突等による大規模な損壊」で広範囲に設備が使え

ない事態において、原子炉格納容器の破損を防止するためのバックアップ施設としての設置

が要求されているものです。 

当社としては、テロや意図的な航空機衝突を含む重大事故への対策として、消防車や電源

車、代替循環冷却車といった設備を高台に分散配置し、シビアアクシデント対策を整えると

ともに、航空機テロを想定した大規模損壊訓練等も実施しております。 

特重施設がないと直ちに重大事故の発生や拡大防止に支障が生じることはございません。 

 

以上 
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2025年7月２日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

ご質問への回答 

<竹内 英子委員> 

１．1号機から4号機側では、何か課題があるか。 

 

（回答） 

１． 最も重要なことは、使用済燃料を使用済燃料プールにて保管していることから、使用済 

燃料の安全性を維持することです。そのためにプールなどの設備や冷却等に必要な機器類 

の計画的な点検に注力しています。 

 

以上 

 

 

 


